






 

 

 

 

業者特定理由書 
 

 

 下記の理由により、業者を特定する。 

 

 

記 

 

 

１ 件 名   水道記念館展示装置等保守点検業務 

 

２ 業者名   株式会社乃村工藝社 北海道支店 

 

３ 特定理由  当該展示装置機器は、上記業者が企画･製造･設置したものであり、機器

装置などの動作制御方式や演示・演出などのソフトは、主制御システムに

よって複合的にコントロールし作動させている。これらソフト及びシステ

ムは一般共通のものでなく、特注により製作されたものであり、製造者で

なければその仕様及びプログラムの詳細を知り得ない。 

したがって、これらの条件を満たすサポート体制が確立している上記業

者以外では本業務を履行することができない。 

 

４ 根拠規定  地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第２号に該当する。 

 





 

 

業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件名 

 

給配水管管理システム保守管理サポート業務 

 

２ 業者名 

 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 

 

３ 特定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本業務は、給配水管管理システムの運用及び保守管理を行う業務である。 

本業務は、当該システムのソフトウェア及びソフトウェアの周辺機器（サー

バ、端末機、通信用機器等）の運用に必要な専門的技術情報を習得し、利用に

関する権利を有している者でなければ業務を履行することができない。 

上記業者は、当該システムの開発業者であるドコモ・システムズ（株）から

システムの利用権の許諾を受けた唯一の業者である。 

以上のことから、上記業者以外では履行することができない。 

 

４ 根拠規定 

 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条

第1項第 2号に該当すると判断されるため。 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 


